
【参
考
文
献
】 

食
品
衛
生
法
（抜
粋
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
に
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら
必
要
な
規
制
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
飲
食
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
し
、
も
つ

て
国
民
の
健
康
の
保
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

カ
ネ
ミ
油
症
事
件
関
係
仮
払
金
返
還
債
権
の
免
除
に
つ
い
て
の
特
例
に
関
す
る
法
律 

（趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
昭
和
四
十
三
年
（１
９
６
８
年
）に
九
州
地
方
を
中
心
に
発
生
し
た
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
を
め
ぐ
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
係
る
判
決
の
仮
執
行
の
宣
言
に
基
づ
き
国
が
支
払
っ

た
仮
払
金
の
返
還
に
係
る
債
権
の
債
務
者
が
当
該
事
件
に
よ
る
被
害
の
発
生
か
ら
現
在
ま
で
の
間
に
置
か
れ
て
き
た
状
況
及
び
当
該
債
権
の
債
務
者
の
多
く
が
高
齢
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
当
該
債
権
の
債
務
者
に
つ
い
て
収
入
及
び
資
産
に
係
る
基
準
を
定
め
て
早
期
に
当
該
債
権
の
免
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
の
緊
要
性
に
か
ん
が
み
、
当
該
債
権
に
つ
い
て
、
国
の

債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
（昭
和
三
十
一
年
（１
９
５
６
年
）法
律
第
百
十
四
号
）の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例
） 

第
二
条 

歳
入
徴
収
官
等
（国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
歳
入
徴
収
官
等
を
い
う
。
）は
、
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
福
岡
高
等
裁
判

所
昭
和
五
三
年
（１
９
７
８
年
）（ネ
）第
一
八
〇
号
、
第
二
一
一
号
損
害
賠
償
請
求
控
訴
事
件
及
び
福
岡
地
方
裁
判
所
小
倉
支
部
昭
和
五
六
年
（１
９
８
１
年
）（ワ
）第
一
、
二
七
八
号
、
昭
和
五
七

年
（１
９
８
２
年
）（ワ
）第
一
一
〇
号
、
昭
和
五
七
年
（１
９
８
２
年
）（ワ
）第
一
、
三
五
〇
号
、
昭
和
五
八
年
（１
９
８
３
年
）（ワ
）第
四
四
六
号
各
損
害
賠
償
請
求
併
合
事
件
に
係
る
各
判
決
の
仮
執
行

の
宣
言
に
基
づ
き
国
が
支
払
っ
た
仮
払
金
の
返
還
に
係
る
債
権
に
つ
い
て
、
当
該
債
権
の
債
務
者
が
次
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
収
入
及
び
資
産
に
係
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
債
権
並

び
に
こ
れ
に
係
る
延
滞
金
及
び
利
息
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
収
入
に
係
る
基
準
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
債
権
の
債
務
者
が
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
（当
該
債
権
の
債
務
者
及
び
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
親
族
を

い
う
。
以
下
「世
帯
構
成
員
」と
い
う
。
）の
収
入
の
総
額
か
ら
租
税
そ
の
他
の
公
課
の
額
を
控
除
し
た
額
と
し
て
算
定
し
た
額
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
未

満
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

一
世
帯
構
成
員
の
数
が
四
人
で
あ
る
場
合
千
万
円 

二
世
帯
構
成
員
の
数
が
四
人
を
超
え
る
場
合
千
万
円
に
世
帯
構
成
員
の
数
が
四
人
を
超
え
る
一
人
ご
と
に
百
万
円
を
加
算
し
た
額 

三
世
帯
構
成
員
の
数
が
四
人
に
満
た
な
い
場
合
千
万
円
か
ら
世
帯
構
成
員
の
数
が
四
人
に
満
た
な
い
一
人
ご
と
に
百
万
円
を
控
除
し
た
額 

３
資
産
に
係
る
基
準
は
、
世
帯
構
成
員
が
有
す
る
資
産
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一
世
帯
構
成
員
の
居
住
の
用
に
供
す
る
土
地
及
び
建
物
の
価
額
を
基
礎
と
し
て
前
条
に
規
定
す
る
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
が
、
当
該
土

地
及
び
建
物
が
世
帯
構
成
員
の
生
活
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
前
項
に
定
め
る
収
入
に
係
る
基
準
等
を
考
慮
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

二
前
号
に
規
定
す
る
土
地
及
び
建
物
以
外
の
固
定
資
産
及
び
流
動
資
産
の
価
額
を
基
礎
と
し
て
前
条
に
規
定
す
る
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

金
額
が
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

４
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
除
は
、
同
項
に
規
定
す
る
債
権
の
債
務
者
か
ら
の
書
面
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

５
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
除
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。 



６ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
項
、
第
三
項
又
は
前
項
の
農
林
水
産
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（債
務
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
へ
の
配
慮
） 

第
三
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
債
権
の
債
務
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

（非
課
税
） 

第
四
条 

租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
除
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
経
済
的
利
益
を
標
準
と
し
て
、
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

附 

則 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律 

 

（平
成
二
十
四
年
（２
０
１
２
年
）九
月
五
日
法
律
第
八
十
二
号
） 

第
一
章 

総
則  

（目
的
）第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
食
品
を
介
し
て
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
を
摂
取
し
た
こ
と
等
を
原
因
と
す
る
特
殊
な
健
康
被
害
そ
の
他
の
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
が
置
か
れ
て
い
る
事
情
に
鑑
み
、
カ
ネ

ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
国
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
原
因
事
業
者
及
び
国
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
並
び
に
基
本
指
針
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
」と
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
及
び
こ
れ
に
由
来
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法 

（平
成
十
一
年
法
律
第
百
五

号
）第
二
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。
）を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
カ
ネ
ミ
油
症
」と
は
、
昭
和
四
十
三
年
に
九
州
地
方
を
中
心
に
発
生
し
た
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
が
混
入
し
た
食
用
油
の
摂
取
等
を
原
因
と
す
る
健
康
被
害
が
生
じ
た
事

件
（以
下
「
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
」と
い
う
。
）に
お
け
る
当
該
摂
取
等
を
原
因
と
し
て
発
生
し
た
疾
患
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
」と
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
か
か
っ
た
者
を
い
う
。 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「原
因
事
業
者
」と
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
が
生
ず
る
原
因
と
な
っ
た
食
用
油
を
製
造
し
た
事
業
者
を
い
う
。 

（基
本
理
念
） 

第
三
条 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
が
そ
の
居
住
す
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
等
し
く
そ
の
状
態
に
応
じ
た
適
切
な
カ
ネ
ミ
油
症
に
係
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者

の
生
活
の
質
の
維
持
向
上
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

二 

カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
専
門
的
、
学
際
的
又
は
総
合
的
な
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
カ
ネ
ミ
油
症
の
診
断
、
治
療
等
に
係
る
技
術
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
普
及
し
、
活
用

し
、
及
び
発
展
さ
せ
る
こ
と
。 

三 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
及
び
そ
の
家
族
（以
下
「カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
」と
い
う
。
）の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
が
カ



ネ
ミ
油
症
患
者
等
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
差
別
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

四 
原
因
事
業
者
に
対
し
国
が
行
う
支
援
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
生
活
の
質
の
維
持
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（国
の
責
務
） 

第
四
条 
国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（関
係
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
五
条 

関
係
地
方
公
共
団
体
は
、
第
三
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、
国
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
そ
の
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び

実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（原
因
事
業
者
の
責
務
） 

第
六
条 

原
因
事
業
者
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
対
す
る
医
療
費
の
支
払
そ
の
他
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
に
係
る
被
害
の
回
復
を
誠
実
に
行
う
と
と
も
に
、
国
及
び
関
係
地
方
公
共

団
体
が
講
ず
る
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（国
民
の
責
務
） 

第
七
条 

国
民
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
が
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
差
別
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

第
二
章 

基
本
指
針  

第
八
条 

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
（以

下
「基
本
指
針
」と
い
う
。
）を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

基
本
指
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
基
本
的
な
方
向 

二 

原
因
事
業
者
に
よ
る
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
対
す
る
医
療
費
の
支
払
そ
の
他
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
に
係
る
被
害
の
回
復
の
支
援
に
関
す
る
事
項 

三 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
健
康
状
態
の
把
握
に
関
す
る
事
項 

四 

カ
ネ
ミ
油
症
の
診
断
基
準
の
見
直
し
並
び
に
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
事
項 

五 

カ
ネ
ミ
油
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項 

六 

カ
ネ
ミ
油
症
の
症
状
、
治
療
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
を
行
う
体
制
の
整
備
並
び
に
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
に
対
す
る
相
談
支
援
の
推
進
に
関
す
る
事
項 

七 

そ
の
他
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
重
要
事
項 

３ 

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
策
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
策
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



５ 

前
二
項
の
規
定
は
、
基
本
指
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
第
三
章 

基
本
的
施
策  

（医
療
費
の
支
払
等
の
支
援
） 

第
九
条 
国
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
が
必
要
に
応
じ
適
切
な
カ
ネ
ミ
油
症
に
係
る
医
療
を
受
け
、
そ
の
他
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
が
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
に
係
る
被
害
の
回
復
を
図
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
生
活

の
質
を
維
持
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
原
因
事
業
者
に
よ
る
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
対
す
る
医
療
費
の
支
払
そ
の
他
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
に
係
る
被
害
の
回
復
を
支
援
す

る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（健
康
状
態
の
把
握
） 

第
十
条 

国
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
推
進
す
る
た
め
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
健
康
状
態
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（診
断
基
準
の
見
直
し
並
び
に
調
査
及
び
研
究
の
促
進
等
） 

第
十
一
条 

国
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
の
診
断
基
準
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
く
見
直
し
並
び
に
診
断
、
治
療
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
が
促
進
さ
れ
、
及
び
そ
の
成
果
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
施

策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（医
療
提
供
体
制
の
確
保
） 

第
十
二
条 

国
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
が
そ
の
居
住
す
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
等
し
く
そ
の
状
態
に
応
じ
た
適
切
な
カ
ネ
ミ
油
症
に
係
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
医
療
機
関
と
原
因
事
業
者
の
間
に
お
け
る
連
携
協
力
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（情
報
の
収
集
提
供
体
制
の
整
備
等
） 

第
十
三
条 

国
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
の
症
状
、
治
療
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
を
行
う
体
制
を
整
備
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
カ
ネ
ミ
油

症
患
者
等
に
対
す
る
相
談
支
援
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

附 

則 

（施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（検
討
） 

第
二
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
福
祉
を
増
進
す
る
観
点
か
ら
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
在
り

方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

経
済
的
社
会
的
環
境
の
変
化
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
原
因
事
業
者
の
事
業
の
継
続
が
困
難
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
速
や
か
に
検
討
が
加
え

ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

-

厚
生
労
働
省 

○ 

告
示
第
二
号 



農
林
水
産
省 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
（平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
二
号
）第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す

る
基
本
的
な
指
針
を
次
の
よ
う
に
策
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

平
成
二
十
四
年
（２
０
１
２
年
）十
一
月
三
十
日 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針 

カ
ネ
ミ
油
症
（カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
（平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以
下
「法
」と
い
う
。
）第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
疾
患
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）に
つ
い
て
は
、
根
治
的
な
治
療
方
法
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
（法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）の
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
（同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
件
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）に
係
る
被
害
の
回
復
に
つ
い
て
は
、
原

因
事
業
者
（同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）で
あ
る
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
が
、
過
去
の
訴
訟
上
の
和
解
等
に
基
づ
く
一
時
金(

以
下
「一
時
金
」と
い 

う
。)

及
び
医
療
費
（通
院
の
た
め
の
交
通
費
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）の
支
払
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
推
進
す
る
た
め
、
油
症
治
療
研
究
班
（
カ
ネ
ミ

油
症
に
関
す
る
研
究
、
検
診
、
相
談
等
に
係
る
事
業
を
行
う
研
究
班
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）に
対
し
、
研
究
、
検
診
、
相
談
等
に
係
る
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
と
と
も
に
、

「カ
ネ
ミ
油
症
事
件
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
」（昭
和
六
十
年
二
月
二 

十
二
日
三
大
臣
（法
務
大
臣
、
厚
生
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
）の
確
認
事
項
）に
基
づ
き
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
に
対
し
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
対
す
る
医
療
費
の
支
払
の
一
助
と
す
る
た
め
、
政

府
所
有
米
穀
の
保
管
の
委
託
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ネ
ミ
油
症
の
症
状
、
治
療
方
法
等
の
研
究
の
た
め
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
健
康
状
態
等
の
実
態
を
継
続
し
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
や
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
高
齢
化
に
伴
う
生
活
面
で
の
不
安
及
び
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
に
よ
る
医
療
費
の
安
定
的
な
支
払
に
対
す
る
懸
念
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
今
後
と
も
、
カ
ネ

ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
よ
り
一
層
の
推
進
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
国
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
等
の
関
係
者
が
連
携
し
て
総
合
的
な
支
援
を
推
進

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

本
指
針
は
、
こ
の
よ
う
な
現
状
の
下
に
、
国
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
及
び
国
民
が
取
り
組
む
べ
き
方
向
性
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
総
合

的
な
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
策
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

第
一 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
基
本
的
な
方
向 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
は
、
法
第
三
条
に
規
定
す
る
基
本
理
念
を
踏
ま
え
、
次
に
掲
げ
る
基
本
的
な
方
向
に
沿
っ
て
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

(1
) 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
が
そ
の
居
住
す
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
等
し
く
そ
の
状
態
に
応
じ
た
適
切
な
カ
ネ
ミ
油
症
に
係
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
カ
ネ
ミ
油
症
患

者
の
生
活
の
質
の
維
持
向
上
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

(2
) 

カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
専
門
的
、
学
際
的
又
は
総
合
的
な
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
カ
ネ
ミ
油
症
の
診
断
、
治
療
等
に
係
る
技
術
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
医
療
機
関
に

普
及
し
、
活
用
し
、
及
び
発
展
さ
せ
る
こ
と
。 

(3
) 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
及
び
そ
の
家
族
（以
下
「
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
」と
い
う
。
）の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
が
不
当
に
差
別
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

(4
) 

原
因
事
業
者
で
あ
る
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
に
対
し
国
が
行
う
支
援
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
生
活
の
質
の
維
持
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
。 

第
二 

原
因
事
業
者
に
よ
る
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
対
す
る
医
療
費
の
支
払
そ
の
他
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
に
係
る
被
害
の
回
復
の
支
援
に
関
す
る
事
項 

カ
ネ
ミ
油
症
事
件
に
係
る
被
害
の
回
復
に
関
し
て
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
が
負
担
す
る
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
か
ら
安
定
的
に
支
払



わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
の
経
営
状
況
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
一
部
し
か
支
払
わ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
は
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
の
経
営
状
況
を

踏
ま
え
つ
つ
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
が
可
能
な
範
囲
で
適
切
に
支
払
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。 

こ
の
た
め
、
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
に
係
る
被
害
の
回
復
を
支
援
す
る
た
め
、
国
は
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
に
対
し
て
、
以
下
の
取
組
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

(1
) 

今
後
と
も
、
政
府
所
有
米
穀
の
在
庫
管
理
の
運
営
状
況
を
随
時
確
認
し
な
が
ら
、
保
管
料
収
入
が
適
切
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
が
現
在
保
有
し
て
い
る
倉
庫
に
つ
い
て
、

最
大
限
有
効
か
つ
安
定
的
な
活
用
を
図
り
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
か
ら
、
将
来
に
わ
た
っ
て
医
療
費
が
確
実
に
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
。 

(2
) 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
生
活
の
質
の
維
持
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
の
支
払
能
力
を
拡
大
さ
せ
る
た
め
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
に
よ
る
新
た
な
倉
庫
の
活
用

の
た
め
の
取
組
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
政
府
所
有
米
穀
の
保
管
の
委
託
数
量
の
拡
大
等
に
よ
る
収
入
の
増
加
を
図
り
、
そ
の
結
果
生
じ
た
利
益
に
つ
い
て
、
一
時
金
の
残
余
等
の
支
払
に
適
切
に
充
て

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。 

(3
) (1

)

及
び(2)

の
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
対
す
る
医
療
費
や
一
時
金
の
残
余
等
の
支
払
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
国
は
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
に
対
す
る
支
援
の
結
果
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に

対
す
る
支
払
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
に
対
す
る
指
導
を
行
う
。 

第
三 

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
健
康
状
態
の
把
握
に
関
す
る
事
項 

こ
れ
ま
で
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
健
康
状
態
を
把
握
し
、
ま
た
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
推
進
す
る
た
め
、
毎
年
度
、
油
症
治
療
研
究
班
に
よ
る
無
料
の
検
診
事
業
を
実
施
し
て
き

た
。
ま
た
、
平
成
二
十
年
度
に
は
、
国
に
お
い
て
、
油
症
治
療
研
究
班
の
協
力
を
得
て
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
健
康
状
態
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
（以
下
「健
康
実
態
調
査
」と
い
う
。
）を
実

施
し
た
。 

今
後
、
国
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
の
特
殊
性
を
踏
ま
え
、
毎
年
度
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
生
活
状
況
、
症
状
、
治
療
内
容
等
に
つ
い
て
把
握
す
る
た
め
の
健
康
実
態
調
査
を
実
施
し
、
検
診
の
結
果
と
併
せ
て

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
症
状
の
推
移
、
治
療
の
状
況
等
の
情
報
を
収
集
し
、
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
更
に
推
進
し
て
い
く
。 

ま
た
、
健
康
実
態
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
調
査
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
健
康
実
態
調
査
に
協
力
し
た
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
対
し
て
健
康
調
査
支
援
金
を
支
給
し
、
も
っ
て
、
カ
ネ
ミ
油
症

患
者
の
生
活
の
質
の
維
持
向
上
を
図
る
。
な
お
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
高
齢
化
を
踏
ま
え
、
健
康
実
態
調
査
の
調
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
負
担
の
軽
減
に
も
配
慮
し
て
設
定
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
都
道
府
県
の
協
力
を
得
て
、
必
要
に
応
じ
て
調
査
票
の
記
入
を
介
助
す
る
等
の
配
慮
を
行
う
。 

第
四 

カ
ネ
ミ
油
症
の
診
断
基
準
の
見
直
し
並
び
に
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
事
項 

カ
ネ
ミ
油
症
の
診
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
油
症
治
療
研
究
班
に
よ
る
調
査
及
び
研
究
の
成
果
、
検
診
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
昭
和
四
十
三
年
の
診
断
基
準
の
策
定
以
降
、
こ
れ
ま
で
に
四
回
の
見
直
し

が
行
わ
れ
て
き
た
。
診
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
成
果
、
検
診
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
最
新
の
科
学
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
随
時
見
直
し
を
行
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。 

な
お
、
法
の
制
定
に
際
し
、
平
成
二
十
四
年
（２
０
１
２
年
）八
月
二
十
八
日
に
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
お
い
て
行
わ
れ
た
附
帯
決
議
を
踏
ま
え
、
国
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
が
発
生
し
た
当
時
の
同

居
家
族
で
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
が
混
入
し
た
食
用
油
の
摂
取
等
を
原
因
と
す
る
健
康
被
害
を
受
け
た
者
が
、
家
族
内
で
認
定
結
果
が
分
か
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
診
断
基
準
を
拡
大
す
る
方
向

で
速
や
か
に
結
論
を
と
り
ま
と
め
る
よ
う
、
油
症
治
療
研
究
班
に
対
し
て
要
請
す
る
。 

ま
た
、
国
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
つ
い
て
、
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
が
発
生
し
た
昭
和
四
十
三
年
以
降
、
油
症
治
療
研
究
班
が
実
施
す
る
研
究
、
検
診
、
相
談
等
に
係
る
事
業
に
対

し
て
助
成
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
つ
い
て
一
定
の
成
果
は
得
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
ネ
ミ
油
症
の
根
治
的
な
治
療
方
法
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま

え
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
生
物
学
的
毒
性
の
解
明
及
び
症
状
の
緩
和
並
び
に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
排
泄
促
進
そ
の
他
の
治
療
方
法
の
開
発
等
の
た
め
更
な
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
国
は
、
今
後
と
も
、
油
症
治
療
研
究
班
へ
の
助
成
を
行
い
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
。 

第
五 

カ
ネ
ミ
油
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項 



カ
ネ
ミ
油
症
患
者
が
そ
の
状
態
に
応
じ
た
適
切
な
カ
ネ
ミ
油
症
に
係
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
医
療
費
の
支
払
を
行
っ
て
い
る
ほ

か
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
対
し
て
、
窓
口
で
の
利
用
者
負
担
の
支
払
を
要
す
る 

こ
と
な
く
医
療
を
受
け
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
油
症
患
者
受
療
券
を
発
行
し
て
い
る
。
油
症
患
者
受
療
券
の
制
度
は
、
医
療
を
提
供
し
た
医
療
機
関
が
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
に
対
し
て
直
接
、
カ

ネ
ミ
油
症
患
者
の
医
療
費
を
請
求
す
る
仕
組
み
で
あ
り
、
事
前
に
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
が
制
度
の
対
象
と
な
る
医
療
機
関
か
ら
同
意
を
得
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

国
は
、
こ
う
し
た
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
に
よ
る
取
組
を
支
援
す
る
た
め
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
要
望
を
健
康
実
態
調
査
に
お
い
て
把
握
し
た
上
で
、
関
係
都
道
府
県
と
連
携
し
て
、
医
療
機
関
と
調

整
し
、
油
症
患
者
受
療
券
の
制
度
の
対
象
と
な
る
医
療
機
関
数
の
拡
大
を
図
る
。
ま
た
、
国
と
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
は
、
制
度
の
対
象
と
な
る
医
療
機
関
の
一
覧
を
作
成
し
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に

対
し
て
、
広
く
そ
の
周
知
を
図
る
。 

第
六 

カ
ネ
ミ
油
症
の
症
状
、
治
療
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
を
行
う
体
制
の
整
備
並
び
に
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
に
対
す
る
相
談
支
援
の
推
進
に
関
す
る
事
項 

カ
ネ
ミ
油
症
の
症
状
、
治
療
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
つ
い
て
は
、
油
症
治
療
研
究
班
に
お
い
て
、
調
査
及
び
研
究
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
成
果
が
公
表
さ
れ
て
き
た
が
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者

か
ら
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
の
症
状
、
治
療
等
に
係
る
知
識
や
理
解
を
有
す
る 

医
師
等
の
医
療
関
係
者
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
問
題
点
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
た
め
、
国
は
、
引
き
続
き
、
油
症
治
療
研
究
班
を
通
じ
て
、
カ
ネ
ミ
油
症
の
症
状
、
治
療
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
今
後
は
、
油
症
治
療
研
究
班
に
蓄
積
さ
れ
る
最
新
の
研

究
成
果
、
医
学
的
知
見
及
び
医
師
の
治
療
の
参
考
と
な
る
症
例
集
を
、
全
国
の
医
療
機
関
に
対
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り
速
や
か
に
情
報
提
供
を
行
う
。 

ま
た
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
に
対
す
る
相
談
支
援
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
油
症
治
療
研
究
班
が
設
け
て
い
る
相
談
員
制
度
に
よ
り
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
の
健
康
相
談
等
に
対
応
し
て
い
る
が
、
国
は
、

引
き
続
き
、
こ
う
し
た
取
組
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
関
係
都
道
府
県
と
連
携
し
て
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
に
よ
る
医
療
費
の
支
払
等
に
関
す
る
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
か
ら
の
相
談
に
対
応
し
て
い

く
。 

第
七 

そ
の
他
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
重
要
事
項 

(1
) 

カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発 

法
第
七
条
の
規
定
に
鑑
み
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
知
識
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
が
不
当
に
差
別
さ
れ

る
こ
と
や
、
そ
れ
に
伴
い
ネ
ミ
油
症
患
者
等
に
精
神
的
な
負
担
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
国
民
一
人
一
人
が
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

こ
の
た
め
、
国
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
は
、
法
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
理
解
が
深
ま
る
よ
う
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
に
努
め
る
。 

(2
) 

関
係
地
方
公
共
団
体
の
取
組 

関
係
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
法
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
積
極
的
に
、
国
が
実
施
す
る
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
カ
ネ
ミ
油
症
患

者
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
努
め
る
。 

(3
) 

新
た
な
施
策
の
実
施 

国
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
が
自
ら
の
検
診
の
結
果
を
継
続
的
に
把
握
す
る
こ
と
及
び
健
康
実
態
調
査
や
検
診
の
後
に
、
希
望
す
る
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
が
健
康
相
談
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
充

実
を
図
る
。 

ま
た
、
漢
方
薬
を
用
い
た
臨
床
研
究
を
含
め
た
更
な
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
や
、
油
症
患
者
受
療
券
の
制
度
の
対
象
と
な
る
医
療
機
関
数
の
更
な
る
拡
大
を
図
る
。 

さ
ら
に
、
現
在
油
症
治
療
研
究
班
が
設
け
て
い
る
相
談
員
制
度
に
加
え
、
新
た
に
相
談
支
援
員
の
設
置
を
進
め
る
と
と
も
に
、
相
談
員
制
度
に
お
け
る
相
談
員
と
相
談
支
援
員
と
の
相
互
の
連
携
及



び
相
談
支
援
員
に
対
す
る
研
修
等
の
実
施
を
通
じ
て
、
相
談
に
関
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
に
対
す
る
相
談
体
制
の
充
実
を
図
る
。 

(4
) 

国
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
及
び
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
よ
る
定
期
的
な
協
議
等 

国
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
要
望
及
び
意
見
を
把
握
し
、
施
策
の
効
果
的
な
実
施
を
図
る
た
め
、
国
、
原
因
事
業
者
で
あ
る
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
及
び
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
三
者
か
ら
構
成
さ
れ

る
定
期
的
な
協
議
の
場
を
設
け
る
と
と
も
に
、
関
係
省
庁
か
ら
構
成
さ
れ
る
連
絡
会
議
の
開
催
を
通
じ
て
、
情
報
の
共
有
及
び
施
策
の
連
携
を
図
る
。 

 


